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１．はじめに 

 

港湾の施設の技術上の基準を定める省令の改正

（2007.4）にともない，技術基準対象施設は供用期間に

わたって要求性能を満足するように維持管理計画書等に

基づき適切に維持されることとなった． 

しかしながら，これまでは港湾施設に対して維持管理

計画書が作成された事例はほとんどないことから，今後

必要となる維持管理計画書の具体的な内容は明確ではな

かった． 

このため，国土技術政策総合研究所港湾研究部港湾計

画研究室，独立行政法人港湾空港技術研究所ＬＣＭ研究

センターでは，従来の研究成果を集約するとともに港湾

局建設課との協議を踏まえて維持管理計画書について検

討した． 

本資料では，維持管理計画書作成の基本的な考え方お

よび維持管理計画書の基本構成を示す．さらに，付録に

は係留施設を対象として,直杭式横桟橋，矢板式係船岸，

重力式係船岸の３タイプについての「港湾施設の維持管

理計画書作成の手引き」を添付する． 

 

２．計画書作成の基本的な考え方 

  

2007年4月に改正された港湾の施設の技術上の基準を

定める省令の第４条第１項では，「技術基準対象施設は，

供用期間にわたって要求性能を満足するよう，維持管理

計画等に基づき，適切に維持されるものとする」とされ

ている． 

しかしながら，港湾施設に限らず公共土木施設を対象

として維持管理計画書を作成した事例はほとんどないた

めに，全く新たに作成することになる．したがって，国

土技術政策総合研究所および港湾空港技術研究所のこれ

までの技術・知見 1）～3）を踏まえて，維持管理計画書の

作成に際しての基本的な考え方として次の５項目を整理

した．  

 

2.1 変状および劣化の発生を前提 

港湾施設では，時間経過と共に変状および劣化が発生

する．ただし，施設ごとにその時間的な変化は異なり，

場合によっては想定以上に早く劣化する場合がある．一

方で，劣化しないように認識される場合でも，それは劣

化が遅いだけでいずれ顕在化することが考えられる．ま

た，経年的な劣化ではなく地震等により急激に変状が発

生する場合がある． 

したがって，施設毎に劣化および変状の時間変化は異

なるものの，全ての施設において変状および劣化の発生

を前提として計画を作成する． 

さらに，変状および劣化は建設直後から時間経過とと

もに進展するものと，地震や荒天等により短時間で急激

に進展するものとの両者の特性は大きく異なることから，

通常時と地震や荒天による異常時を区分して計画を作成

する． 

 

2.2 事後保全から予防保全への転換 

従来の維持管理では，施設の変状および劣化により性

能低下に至ってから補修，更新を実施することで性能回

復をする「事後保全」が一般的であった． 

しかしながら，変状および劣化の進行状態を点検で発

見できなければ非常に危険な状態となることのみならず，

供用期間内における維持管理費用（維持，補修，更新等

に要する費用）が多額になることが明らかである． 

したがって，港湾施設の維持管理に対する基本思想を

従来の「事後保全」から変状および劣化による性能低下

を事前に防止する「予防保全」に転換して計画を作成す

る． 

 

2.3 主要部材とその他部材等の区分および維持管理レ

ベルの設定 

維持管理において「予防保全」が基本的に有効ではあ

るが，対象施設を構成する様々な部材や附帯設備の全て

に「予防保全」を適用するの適切ではない． 

したがって，効果的かつ効率的な維持管理を実施する

ためには構造的に特に重要な「主要部材」，これに準じる

「その他部材」，さらにそれ以外の「附帯設備」に区分し

て，それぞれに「予防保全」，「事後保全」の考え方を踏

まえた維持管理レベルを設定した上で計画を作成する． 

 

2.4 劣化の予測と実態の乖離を前提 

「予防保全」を行う部材における変状および劣化の予

測は，予測する時点において得られる最大限の情報と最

善の手法により実施される． 

しかしながら，その結果から将来の傾向を把握するこ

とはできるものの，将来の状況を正確に予測することは

難しい． 

したがって，将来の変状および劣化の予測結果と実態

が乖離することを前提として，その乖離状況に応じた対

応策を想定して計画を作成する． 

 

2.5 総合評価の実施 

 点検診断の結果を総括し，問題点の整理や代替案の検
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討等を行い，維持補修の基本方針を定める総合評価を実

施することを念頭において計画を作成する． 

 

３．維持管理計画書の構成 

  

技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める

告示第２条第２項では，維持管理計画で定める事項とし

て以下の項目を示している． 

①当該施設の供用期間並びに当該全体及び当該施設を

構成する部材の維持管理についての基本的な考え方 

②当該施設の損傷，劣化その他の変状についての計画的

かつ適切な点検診断 

③当該施設の損傷，劣化その他の変状についての計画的

かつ適切な維持工事等 

④前３号に掲げるもののほか，当該施設を良好な状態に

維持するために必要な維持管理 

 さらに，維持管理計画を定めるに当たって勘案すべき

事項として以下の項目を示している． 

①当該施設が置かれる諸条件 

②設計供用期間 

③構造特性 

④材料特性 

⑤点検診断及び維持工事等の難易度 

⑥当該施設の重要度 

 これら省令および告示に定められた項目を踏まえて，

維持管理計画書は次の５章から構成することとした．ま

た，計画書全体の構成を図-1 に示す． 

 

Ⅰ 総論 

Ⅱ 点検診断計画 

Ⅲ 総合評価 

Ⅳ 維持補修計画 

Ⅴ 異常時における点検診断 

 

なお，計画書としては必要事項のみを記述する形式が

一般的であるが，今回，新たに検討する維持管理計画書

では，計画事項の内容についてもある程度の説明を行う

形式とした．これは，港湾施設に対する維持管理や維持

管理計画の概念，また維持管理計画書で用いる用語等に

対して必ずしも共通の認識が得られていないことから，

計画内容に関する混乱・混同が生じないように配慮した

結果である． 
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対象施設の維持管理の前提条件 

○ 供用期間（建設、改良当初は設計供用期間で設定） 

○ 維持管理の基本的な考え方（→維持管理レベルの設定等） 

○工学的知見・判断に基づいて、当該施設の性能低下度を点検診断結果

により判定 

○維持工事等の必要性の検討 

○財政状況、対策の緊急性等の行政的判断 

一般定期

点検診断

異常時の緊急的対応 

詳細臨時点検診断

異常有り 

異常無し 異常無し 

詳細定期 

点検診断 

異常無し 

異常有り 

異常有り 

一般臨時 

点検診断 

Ⅱ 点検診断計画 

日常点検 

異常有り 

異常無し 

維持工事等の実施のための計画策定 

維持工事等の実施 

維持管理計画等の見直し 

Ⅳ 維持補修計

通常時 

Ⅲ 総合評価 

Ⅰ 総論 

維持工事等が必要 点検診断計画

の変更が必要
対策不要 

計画的な維持管理の推進 

図-1 維持管理計画書の体系 
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４．維持管理計画書作成の手引き 

 

本書の付録には係留施設を対象として,直杭式横桟橋，

矢板式係船岸，重力式係船岸の３タイプの「港湾施設の

維持管理計画書作成の手引き」を添付した．この「手引

き」では維持管理計画書の本体を示す「雛形部分」と枠

囲み部分での「解説部分」から構成されている．「雛形部

分」では「港湾構造物設計事例集」4）で示された構造物

をそれぞれのタイプのモデルとして，できるだけ具体的

な内容を記載している．「解説部分」では，主に計画書の

記載方法に関する解説，計画書で用いる用語に関する解

説，計画書の内容に関する技術的な解説を記載している．

例えば，「維持管理レベル」，「総合評価」の概念，手法に

ついて新たに提示している．なお，ここでの技術的な解

説は主に「港湾構造物の維持・補修マニュアル」(1999)5）

および「港湾構造物の維持管理技術マニュアル」(2007) 6）

からの抜粋であり，さらに詳細な内容を確認することが

必要な場合には，これらのマニュアル類を直接に参照す

ることで対応することができる． 

 

５．おわりに 

  

ここで提示した手引き書では，実際の計画作成に先立

ち概念的な検討を行っていることから，今後は具体的な

事例を踏まえて，適切な時期に改訂する必要があると考

える． 

 また，本手引き書では新規の施設を対象にしているが，

既存の施設に対しても構成は基本的に同様であると考え

る.しかしながら,実際に記述する内容は個別の施設に応

じて千差万別になることから，多くの事例を踏まえた後

にあらためて体系化する必要があると考える． 

（受付 2007 年 2 月 21 日） 
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